
費に充てるものとされています。

【歳入】 43,909 千円

945,117 千円

国・県 地方消費税交付金

支出金 （社会保障財源化分）

社会福祉総務費 334,972 99,836 0 2,190 17,299 215,647

老人福祉費 31,492 6,214 0 1,456 1,769 22,053

児童福祉総務費 5,658 2,086 0 0 265 3,307

児童措置費 140,959 96,710 0 3,997 2,989 37,263

保育所費 77,850 33,440 0 5,393 2,898 36,119

小　　計 590,931 238,286 0 13,036 25,220 314,389

介護保険事業 102,193 10,134 0 0 6,836 85,223

国民健康保険事業 68,006 39,171 0 0 2,141 26,694

後期高齢者医療事業 22,452 17,551 0 0 364 4,537

小　　計 192,651 66,856 0 0 9,341 116,454

保健衛生総務費 77,318 2,281 0 1,147 5,487 68,403

予防費 84,217 2,309 0 29,913 3,861 48,134

小　　計 161,535 4,590 0 31,060 9,348 116,537

945,117 309,732 0 44,096 43,909 547,380

　※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業費（目）に要する一般財源の比率に応じてあん分。

（単位：千円）

一　般　財　源
財　　　源　　　内　　　訳

その他

社会福祉

地方債 その他

地方消費税交付金（社会保障財源化分）

保健衛生

合　　　　　　　計

令和３年度
当初予算額

事　　業　　名　（目）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）
　　が充てられる社会保障施策に要する経費

【歳出】

特　定　財　源

社会保険

とおりです。

地方消費税率の引き上げ分に係る使途の明確化について（令和３年度当初予算ベース）

令和３年度の大間町の一般会計（当初予算）における社会保障施策経費への充当状況については、下記の

　平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ、令和元年10月1日より８％から１０％へ引き上げ
られたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経


